
１ ３  合理的配慮を おこ ないます 

  

すべての国民が障がいの有無によっ て分け隔てら れるこ と なく 、 相互に人格と 個性を 尊

重し 合いながら 共生する社会の実現に向け、 障がい者差別の解消を目的と し た、「 障害を理

由と する差別の解消の推進に関する法律」 が平成２ ８ 年４ 月に施行さ れまし た。  

 学校園においては、障がいのある幼児児童生徒の性別、年齢及び障がいの状態に応じ て、

社会的障壁の除去の実施について、 必要かつ合理的な配慮を提供し なければなら ないと さ

れています。  

 

 合理的配慮と は 

 障害のある子ども が、 他の子ども と 平等に教育を 受ける権利を享有・ 行使する こ と を 確

保するために、 学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・ 調整を 行う こ と であり 、 障

害のある子ども に対し 、 その状況に応じ て、 学校教育を受ける場合に個別に必要と さ れる

も のです。  

（「 共生社会の形成に向けたイ ンク ルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（ 報告）」  

平成 2 4 年７ 月 中央教育審議会初等中等教育分科会）  

 

合理的配慮の具体例 

○物理的環境への配慮や人的支援の配慮の具体例 

・ 聴覚過敏のある子ども たちのために、 教室の机や椅子の脚に緩衝材を 付けて雑音を軽減

するこ と 。  

・ 視覚情報の処理が苦手な児童生徒のために黒板周り の掲示物等の情報量を減ら すこ と 。  

○意思疎通の配慮の具体例 

・ 比喩表現等の理解が困難な子ども たちに対し て、 比喩や暗喩などを 用いずわかり やすい

表現を使っ て説明するこ と 。  

・ 多様なコ ミ ュ ニケーショ ン手段やわかり やすい表現を使っ て説明するなどの意思疎通の

配慮を行う こ と 等 

○ルール・ 慣行の柔軟な変更の具体例 

・ 板書やスク リ ーン等がよく 見えるよう に、 黒板に近い席を確保するこ と 。  

・ 慢性的な病気のために他の児童生徒と 同じ よう に運動ができ ない児童生徒に対し 、 運動

量を軽減し たり 、 代替でき る運動を用意し たり するこ と 。  

・ 入学試験や検定試験において、 公平性を 担保する範囲内で、 本人・ 保護者の希望、 障害

の状況等を踏まえ、 例えば別室での受験、 試験時間の延長、 点字や拡大文字、 音声読み

上げ機能の使用等を 許可するこ と 。  

「 県立学校における障害を 理由と する差別の解消に推進に関する対応要領」 一部抜粋 

 

合理的配慮の提供を 通じ て、 障がいのある子ども たちがより よい学校園生活を 送ると と

も に、 将来にわたっ て、 社会と 積極的に関わっ ていこ う と する姿勢を 持つき っ かけと なる

こ と を願っ ています。  



合理的配慮提供の流れ 

 合理的配慮は、 以下の流れに沿っ て計画、 実行、 評価、 改善さ れます。 また、 必要な場

合は、 関係機関に協議や意見調整を依頼するこ と も でき ます。  

 

Pla n （ 計画）  

  本人・ 保護者から の申出、 担任等の気づき 

  本人・ 保護者の意見等の聞き 取り  

  校園内委員会での検討 

  本人・ 保護者と 学校園と の合意形成 

D o（ 実行）  

  合理的配慮の提供 

  本人及び周囲の子ども たちの変化を観察、 記録 

Ch eck（ 評価）  

  合理的配慮の有効性の検証・ 評価 

本人・ 保護者と の振り 返り  

A ctio n （ 改善）  

  合理的配慮の見直し ・ 提案 

 

留意点 

【 本人・ 保護者から の申出】  

 本人・ 保護者から の相談等の申出があれば、 丁寧に聞き 取り まし ょ う 。  

 相談の申出や意思表示がない場合でも 、行動観察等から 本人の困難さ が明ら かな場合は、

本人・ 保護者に対し て建設的な対話で働き かけるなど、 主体的な取組に努めまし ょ う 。  

 

【 校園内での検討】  

 校園内委員会等を使っ て、 組織的に対応し まし ょ う 。  

 外部専門機関や教育委員会等と も 積極的に協議し まし ょ う 。  

 

【 本人・ 保護者と の合意形成】  

 具体的な場面や状況に応じ て、 代替措置の選択も 含め、 双方の建設的な対話による相互

理解を通じ て決定し まし ょ う 。  

 合理的配慮の内容を 柔軟に見直すこ と ができ るこ と を、 本人・ 保護者と の間で共通理解

を図っ ておき まし ょ う 。  

 合意さ れた合理的配慮の内容を個別の教育支援計画に明記し 、 関係職員へ情報共有を図

り まし ょ う 。  

 

合意形成が困難な場合 

本人・ 保護者と 学校園の間での合意形成が難し い場合が考えら れます。 そのよ う な場合

は、 教育委員会学校教育課にご相談く ださ い。 必要であれば三木市教育支援委員会での審

議等により 対応し ます。  

校園長や特別支援教育コ ーディ ネー

タ ーが中心と なっ て、 学校園全体が「 チ

ーム」 と し て、 支援体制の充実を図るこ

と が求めら れています。  


